
光が丘 IMA駐車場管理規程 

 

１ 駐車場の名称及び住所 

 ＩＭＡ中央館駐車場 東京都練馬区光が丘５－１－１ 

 Ｉ Ｍ Ａ東館駐車場 東京都練馬区光が丘２－１０ 

Ｉ Ｍ Ａ南館駐車場 東京都練馬区光が丘３－９ 

 

２ 駐車場管理者の氏名及び住所 

 （１）名    称   株式会社新都市ライフホールディングス 

 （２）所 在 地   東京都練馬区光が丘５－１－１ 

TEL03（3976）2001（光が丘事業本部代表） 

 （３）代表者氏名  代表取締役社長 新居田 滝人 

 （４）代表者住所  東京都新宿区西新宿６－５－１ 

 

３ 用語の定義 

 イ 駐車場に駐車する自動車及びバイクを「自動車等」という。 

 ロ 駐車場に駐車する自動車等の運転者及び同乗者を「利用者」という。 

 ハ 駐車場がある光が丘 IMAに出店する店舗等を「店舗等」という。 

 

４ 規程の遵守 

 利用者は、この規程を遵守の上、駐車場を利用するものとする。 

 

５ 供用時間 

 （１）供用時間の開始及び終了時間 

     ＩＭＡ中央館駐車場  0時～24時 

     ＩＭＡ東館駐車場  6時～24時 

     ＩＭＡ南館駐車場  6時～24時 

 （２）休業日  なし 

 

６ 供用休止 

  駐車場の供用は、次の場合には全部又は一部の供用を休止することがある。 

（１）自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊、その他これらに準ずる事故が発生し

又は発生するおそれがあると認められる場合。 

（２）保安上供用の継続が適当でないと認められる場合。 

（３）工事、清掃、消毒その他管理上必要があると認められる場合。 



（４）主務官庁より供用休止を命じられた場合。 

（５）その他やむを得ない事由があると認められる場合。 

 

７ 駐車料金 

（１）昼間の利用時間及び利用料金（税込） 

  ①利用時間 ・9時から２１時まで 

②利用料金 ・最初の１時間  300円 

        ・以降 20分ごと 100円 

（２）夜間の利用時間及び利用料金（税込） 

   ①利用時間 ・２１時から翌日 9時まで 

②利用料金 ・最初の１時間  100円 

            ・以降 60分ごと 100円 

なお、夜間の最大料金は 600円とする。 

（３）駐車場無料サービス 

① ＩＭＡのファッション、雑貨、フード、サービス、スポーツクラブ、音楽教室、ホール等施設利

用において、平日の場合は合計1,000円（税別）以上、土日祝日の場合は2,000円（税別）

以上お買上げの顧客に２時間まで無料とする。 

② ＩＭＡのカフェ、レストランにおいて、平日の場合は合計 1,000 円（税別）以上、土日祝日の

場合は 2,000円（税別）以上お買上げの顧客に２時間まで無料とする。 

③ 上記①と②の両方を利用した顧客には、３時間まで無料とする。 

④ 駐車場管理者が指定するクレジットカードを利用した場合は、お買上げ金額にかかわらず 

１時間まで無料とする。 

   ⑤ 上記④は、上記①、②、③に加算することができる。 

 

（４）駐車場平日定期 

駐車場平日定期は、平日限定（土・日・祝日・※特定日を除く）の６時から２４時までとし、利

用料金は１ヶ月１０，０００円（税別）とする。なお、ＩＭＡ中央館のみ取り扱う。 

     ※特定日 ⇒ １２／２９～１／３ 

 

（５）駐車場全日定期 

駐車場全日定期は、曜日・日にちを限定せず０時から２４時までとし、利用料金は 1ヶ月１６，

３６４円（税別）とする。なお、IMA中央館のみ取り扱う。 

 

 

 

 



８ バイク駐車料金（東館駐車場）  

・利用時間 6時から 0時まで                             （税込） 

バイクの種類 ３時間まで 以後２時間毎 

原 付 無料 ２００円 

自動 2輪 無料 ３００円 

 

９ 供用契約に関する事項 

 （１）自動車等の駐車位置は固定しない。 

   ただし、バイク及び平日定期並びに全日定期を使用する自動車の駐車位置は指定する。 

 （２）駐車場管理者は、次の事由によって生じた自動車等又は利用者の損害については、駐車場

管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き損害賠償の責を負わない。 

   イ 自然災害その他不可抗力による人身事故・物損事故。  

   ロ 自動車等の積載物又は取付物が原因で生じた事故。 

   ハ 駐車場管理者の責に帰することのできない事由によって生じた自動車等の衝突、接触そ

の他駐車場内における人身事故・物損事故。 

   ニ 「６ 供用休止」又は「９ 供用契約に関する事項（８）」の規定による措置。 

 （３）駐車場管理者は、駐車場に駐車中の自動車等の保管にあたり、善良な管理者としての注意

を怠らなかったことを証明する場合を除いては、その自動車等の消滅又は損傷について、その

障害を賠償する責を負う。 

 （４）利用者及びその関係者は、故意又は過失により、駐車場の諸設備及びその他の駐車中の

自動車等に損害を生じさせた場合は、直ちにその損害を駐車場管理者及びその他の被害者に

賠償しなければならない。 

（５）利用者は、駐車した自動車等を駐車した時刻から４８時間以内に引取らなければならない。

但し、あらかじめ駐車場管理者の承諾を得た場合はこの限りではない。 

 （６）駐車場管理者の承諾なくして駐車した時刻から４８時間を超えて自動車等の引取りをしなか

ったときは、駐車料金のほか、入庫時から引取りのあった時点まで 1 時間につき金 2,000 円の

割合にて違約金を徴収することができる。 

 （７）駐車場管理者は、駐車場に駐車する自動車等内に留置された貴重品その他の物品に関す

る損害については賠償の責は負わない。 

（８）駐車場管理者は、駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがあるときは、利用者

に対し自動車等の移動指示、その他必要な措置を講ずることができる。 

 （９）利用者は、次の事項を遵守しなければならない。 

   イ 駐車位置、場内交通規制等は、標識もしくは信号機の標識の標示又は係員の指示に従う



こと。 

   ロ 駐車場内での走行は時速 8km以下で徐行すること。 

   ハ 駐車以外の用途に使用してはならない。ただし、駐車場がある施設の店舗等の商品等の

搬出入及び廃棄物処理搬出は係員の指示に従い所定の場所を使用して、速やかに行うこ

と。 

   ニ 引火物、危険物の持込み、喫煙及び火気の使用は禁止する。 

   ホ 自動車等に貴重品、その他の物品を留置しないこと及びドア、トランク等は施錠すること。 

   ヘ 駐車中の自動車等は、必要以上長時間エンジンを稼働させないこと。 

   ト 駐車場の設備、躯体及び他の自動車等に損傷、汚損を与えたときは直ちに係員に申し出

ること。 

   チ 利用者は、自己の自動車等に駐車中事故が生じたと認められるときは、出庫する前に係

員に申し出ること。 

   リ 利用者は禁止されている場所に立ち入ってはならない。又、特殊措置操作盤、その他の

機器類に許可なく手を触れてはならない。 

   ヌ 駐車位置は、駐車場内整理の都合が生じた場合は、係員の指示に従わなければならない。 

   ル 紙屑、吸い殻等のゴミを所定以外の容器に捨てないこと。又、粗大ゴミ等の不用物を投棄

してはならない。 

   ヲ 利用者は、他の利用者に対する寄付の要求、物品の販売、ビラ等の配布、車両受渡等の

営業行為及びこれらに類する行為をしてはならない。 

   ワ 利用料金は、事前精算機にて支払わなければならない。 

  カ 前イからワに掲げるものの他、係員の指示に従うこと。 

 

10 規程の掲示 

駐車場管理者は、この規程その他必要な事項を場内の見えやすい場所に掲示する。 

 

11 入庫停止及び駐車拒否 

駐車場管理者は、駐車場が満車であるときは入庫を停止するほか、次の場合に駐車を拒否

することができる。 

（１）利用者が駐車場管理規程を遵守しなかった場合。 

（２）利用者が著しく秩序をみだすおそれがあると認めた場合。 

（３）危険物を積載している自動車等、その他駐車場の管理上支障があると認められる場合。 

 

12 駐車できない自動車等 

長さ 5.0ｍ、幅 1.9ｍ、高さ 2.1m、および重量 2ｔを超えるもの。 

 

13 駐車場で営む付帯業務 



 なし 

 

14 その他重要事項 

 （１）駐車場管理者は、車両ナンバー認識による入出庫時に自動車等を自動的に撮影するが、撮

影した映像等は利用料金管理、不正駐車取り締まり等の駐車場の運営管理及び防犯の目的

に限って使用し、その目的以外に使用しない。ただし、別途契約により利用者の許可を得て

いる場合にはこの限りではない。 

 （２）上記(1)に記載されている目的以外に、個人情報の保護に関する法律その他の法令に従い、

撮影した画像等を警察等に提出する場合がある。 

 （３）駐車場管理規定に定める遵守事項違反等が有る場合、自動車等に警告文等の文書を貼り

付ける場合がある。 

 

15 引取りの請求 

（１） 利用者が駐車場管理者の承諾を得ることなく「９ 供用契約に関する事項（５）」に規定する期

間を超えて駐車を続けた場合、駐車場管理者はこれらの利用者に対して通知又は駐車場に

おける掲示の方法により、駐車場管理者が指定する日までに当該自動車等を引取ることを請

求することができる。 

（２） 上記(1)の場合において、利用者が自動車等の引取りを拒み、若しくは引取ることができないと

き又は駐車場管理者の過失なくして利用者を確知できないときは、駐車場管理者は、自動車

等の所有者等（自動車検査証等に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。）に対し

て通知又は駐車場における掲示の方法により駐車場管理者が指定する日までに自動車等を

引取ることを請求し、これを引渡すことができる。この場合において、利用者は当該自動車等

の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、駐車場管理者に対して自動車等の引渡

しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。 

（３） 上記(2)の請求を書面により行う場合は、駐車場管理者が指定する日までに引取りがなされ

ないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができることとする。 

（４） 駐車場管理者は上記(1)の規定により指定した日を経過した後は、自動車等について生じた

損害については、駐車場管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わ

ないものとする。 

 

16 自動車等の調査 

 駐車場管理者は、「15 引取りの請求（１）」の場合において、利用者又は所有者等を確知する

ために必要な限度において、当該自動車等（車内を含む）を調査することができる。 

 

17 自動車等の移動 

駐車場管理者は、「15 引取りの請求（１）」の場合において、管理上支障があるときは、その旨



を利用者若しくは所有者等に通知し又は駐車場において掲示して、自動車等を他の場所に移

動することができる。 

18 自動車等の処分 

（１）駐車場管理者は利用者及び所有者等が自動車等を引取ることを拒み、若しくは引取ることが

できず、又は駐車場管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合

であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて自動車等の

引取りの催告をしたにもかかわらず、その期間内に引取りがなされなかったときは、催告をした日

から９０日を経過した後、利用者に通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な

第三者を立ち会わせて自動車等の売却、廃棄その他処分をすることができる。この場合において、

自動車等の時価が売却に要する費用（催告後の自動車等の保管に要する費用を含む。）に満た

ないことが明らかである場合は、利用者に通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、

引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて自動車等の売却、廃棄その他の処分をす

ることができる。 

（２）駐車場管理者は上記(1)の規定により自動車等を処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に

対して通知し又は駐車場において掲示する。 

（３）駐車場管理者は、上記(1)の規定により自動車等を処分した場合は、駐車料金並びに自動車

等の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除

し、不足があるとき利用者に対してその支払いを請求し、残高があるときは利用者に返還する。 

 

令和６年４月４日改 


